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簡易な所得額の申立書

【公的年金給付等受給者】

〇「簡易な収入額の申立書（申請者本人用）」の【要件】又は「簡易な収入額の申立書（扶養義務者等

用）」

　の【要件】を満たさなくても、以下の【所得要件】を満たせば支給の対象となります。

★所得で申し立てしたい方の氏名を記載の上、その方の申請者からみた属性にチェック（☑）してください。

氏名 属性

□本人 □父母 □祖父母 □子 □孫 □曽祖父母 □曽孫 □兄弟姉妹 □配偶者

以下、上記の氏名の方についての必要な情報をご記入してください。

Ａ　「簡易な収入額の申立書（申請者本人用）」の②または「簡易な収入額の申立書（扶養義務者等用）」の③の金額をご記入ください。

年間収入額

控除等

Ｂ　Ａの年間収入額のうち、養育費に係る控除の額（前々年分）

養育費を記入した方

※養育費の20％の金額をご記入ください。

※１円未満の端数が生じる場合は四捨五入してく

　ださい。

C　Ａの年間収入額のうち、給与収入に係る給与所得控除の額（前々年分）

給与収入を記入した方

※前々年（令和６年１月～令和６年12月）の控除

　額をご記入ください。

D　Ａの年間収入額のうち、事業収入、不動産収入に係る必要経費の額（前々年分）

事業収入又は不動収入を記入した方

※前々年（令和６年１月～令和６年12月）の経費

　をご記入ください。

※帳簿等の上記の経費がわかる書類をご提出く

　ださい。

E　Ａの年間収入額のうち、公的年金等収入に係る公的年金等控除の額（前々年分）

年金収入を記入した方

※下記の表より控除額を確認し、ご記入くださ

　い。

①Ａの額のうち年金収入（課税年金収入と非課税年金収入の合計）分が130万円以下の方  　　→ 70万円

②　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　130万円超410万円以下の方 → 公的年金等収入分×25％＋37.5万円

③　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　410万円超770万円以下の方 → 公的年金等収入分×15％＋78.5万円

①Ａの額のうち年金収入（課税年金収入と非課税年金収入の合計）分が330万円以下の方 　　 → 120万円

②　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　330万円超410万円以下の方 → Ａの額のうち公的年金等収入分×25％＋37.5万円

③　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　410万円超770万円以下の方 → Ａの額のうち公的年金等収入分×15％＋78.5万円

F　その他の控除

控除名

（　　　　　　　　　　　　　）

控除名

（　　　　　　　　　　　　　）

控除名

（　　　　　　　　　　　　　）

控除名

（　　　　　　　　　　　　　）

その他控除額合計

（a + b + c + d + e + f + g + h）

※令和６年の課税証明書に記載のある、以下の控除の金額をご記入ください。

　・雑損控除【記載額】

　・医療費控除課【記載額】

　・小規模企業共済等掛金控除【記載額】

　・障害者控除【27万円】

　・特別障害者控除【40万円】

　・寡婦控除（児童の母の場合を除く）【27万円】

　・ひとり親控除（児童の父母の場合を除く）【35万円】

　・勤労学生控除【27万円】

　その他、肉用牛の売却による事業所得がある場合や、純損失の繰越控除などがある場合にもご記入いただけます。

　なお、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除については記載できません。

※控除が４つ以上ある場合は、一つの控除名の欄に、２つの項番または控除名をご記入ください。

G　社会保険料相当額

※一律に８万円の控除となるため、記載不要です。

H　各控除等の控除後の所得額　Ａ　－　（　Ｂ　＋　Ｃ　＋　Ｄ　＋　Ｅ　＋　Ｆ　＋　G）　

年間所得額

（次ページに続きます）

 I　要件に該当するか確認してください。
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						所得の申立書　（国民年金保険料 免除・納付猶予 用） コクミン ネンキン ホケンリョウ メンジョ ノウフ ユウヨ ヨウ





		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。
　税申告（確定申告や年末調整）をしていない、または税申告をしたか不明である方がいる場合に、
　日本年金機構が国民年金保険料免除等の審査のために使用するものです。
★前年の所得が５７万円（収入で１２２万円）を超える者がいる場合は、この申立書は使用できません。
　扶養控除及び各種控除等の税申告が必要です。
　※②に記入する年の翌年に住所変更した方については、所得が５７万円を超えていた場合も記入をお願いします。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ ゼイ シンコク フメイ カタ バアイ ゼンネン ショトク マンエン マンエン コ シャ バアイ モウシタテショ シヨウ フヨウ コウジョ オヨ カクシュ コウジョ トウ ゼイ シンコク ヒツヨウ キニュウ ネン ヨクネン ジュウショ ヘンコウ カタ ショトク マンエン コ バアイ キニュウ ネガ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度 ヘイセイ ネンド														 ← 



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年中の所得 ヘイセイ ネン ショトク														 ← ①の前年を記入してください。







				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ														配偶者（夫または妻）氏名 ハイグウシャ オット ツマ シメイ														世帯主氏名 セタイヌシ シメイ







				➍		　税申告（確定申告や年末調整）の有無または不明を○で囲んでください。 ゼイ シンコク ウム フメイ カコ

						有　・　無　・　不明 アリ ナシ フメイ														有　・　無　・　不明 アリ ナシ フメイ														有　・　無　・　不明 アリ ナシ フメイ





				➎		 ②の年（１月～１２月）について、所得が５７万円（収入が１２２万円）円以下ですか。
「はい」か「いいえ」を○で囲んでください。 ショトク マン エン シュウニュウ マンエン エン イカ カコ



				総収入 ソウ シュウニュウ		はい　・　いいえ														はい　・　いいえ														はい　・　いいえ



				参考 サンコウ		<収入と所得の違い>　（収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）です。 シュウニュウ ショトク チガ シュウニュウ キンガク ヒツヨウ ケイヒ ショトク キンガク





		【記入上の注意事項】
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の税申告ではありません。市町村民税の
　　申告（以下「税申告」という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市町村民税の条例等で税申告が義
　　務づけられている場合は、この申立書とは別に税申告が必要です。
　○この国民年金保険料免除等の申請以外の他の公共サービスを受けるために税申告が必要となる場合がありま
　　す。
　○後日、税申告を行った場合において、や修正申告等で所得が５７万円を超えていたたが変更となった場合は、
　　必ず年金事務所までご連絡ください。変更後の所得に基づき改めて審査を行うことになります。
　　（※改めて審査を行った場合、処分変更が行われる場合があります。）
　○前年の総収入額が１２２万円（所得額５７万円）を超える場合、市区町村民税の条例等で申告が義務づけられ
　　ている場合などは、この申立書は使用できません。税の申告後に免除申請書の提出をお願いします。
　○前年の所得額が５７万円（収入が１２２万円）を超える者がいる場合は、この申立書を使用することはできませんが、扶養控除や各種控除等の税申告を受けることで、国民年金保険料の全額免除や一部免除等が受けられる場合があります。はが提出されない場合には所得の審査ができないことから、免除等の申請が却下されることがあります。
　○納付猶予の申請者は、被保険者欄および配偶者欄のみ記入してください。（世帯主欄は記入不要です。）
　○収入の有・無を偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合がありま
　　す。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ゼイ シチョウソンミンゼイ ジョウレイ トウ ゼイ シンコク バアイ モウシタテショ ベツ ゼイ シンコク ヒツヨウ ホケンリョウ マンエン コ ミン ゼイ ジョウレイ トウ シンコク バアイ ゼンネン シュウニュウ マンエン コ シャ バアイ シヨウ フヨウ コウジョ カクシュ コウジョ トウ ゼイ シンコク ウ コクミンネンキン ホケンリョウ ゼンガク メンジョ イチブ メンジョトウ ウ バアイ ショトク ノウフ ユウヨ ハイグウシャ ラン シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ





















				 
上記のとおり、「記入上の注意事項」に同意し、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて
平成　　　年　　　月　　　日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　－　　　　　　　 　　1

 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ジョウキ キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ドウイ モウ タ ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ



















						国民年金保険料  コクミン ネンキン ホケンリョウ										免除・納付猶予 メンジョ ノウフ ユウヨ										 申請書にかかる所得の申立書 シンセイショ ショトク モウシタテショ





		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。また、市区町村民税の申告済の方は記入不要です。
★この「所得の申立書」は、国民年金保険料免除等の申請時に使用するもので、
　○税申告をされておらず、前年の総収入が１２２万円（所得金額で５７万円）以下の方が使用することができます。
　（注）総収入が１２２万円（所得金額で５７万円）を超える方については、税申告をしていただく必要があります。 ショトク モウシタテ ショ ショトク モウシタテショ コクミン ネンキン ホケンリョウ メンジョ トウ シンセイ ジ シヨウ ゼイ シンコク ゼンネン ソウシュウニュウ マンエン ショトク キンガク マンエン イカ カタ シヨウ チュウ ソウシュウニュウ マンエン ショトク キンガク マンエン コ カタ ゼイ シンコク ヒツヨウ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度分 ヘイセイ ネンド ブン



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年分 ヘイセイ ネン ブン







				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ														配偶者（夫または妻）氏名 ハイグウシャ オット ツマ シメイ														世帯主氏名 セタイヌシ シメイ

						国 年　太 郎 クニ ネン フトシ ロウ														国 年　花 子 クニ ネン ハナ コ														国 年　一 郎 クニ ネン イチ ロウ





				➍		市区町村民税の申告の有無を○で囲んでください。 シク チョウソン ミン ゼイ シンコク ウム カコ

						有　・　無 アリ ナシ														有　・　無 アリ ナシ														有　・　無 アリ ナシ





				➎		 ②の年（１月～１２月）の総収入についてお尋ねします。総収入が１２２万円以下ですか。
「はい」か「いいえ」を○で囲んでください。 タズ ソウシュウニュウ マンエン イカ カコ



				総収入 ソウ シュウニュウ		はい　・　いいえ														はい　・　いいえ														はい　・　いいえ



				参考 サンコウ		<収入と所得の違い>
（上記に記載された総収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）になります。 シュウニュウ ショトク チガ ジョウキ キサイ ソウシュウニュウ キンガク ヒツヨウ ケイヒ ショトク キンガク







		【記入上の注意事項】
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の
　　申告（以下「税の申告」という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市区役所・町村役場から税の申
　　告を求められている場合は、市区役所・町村役場の指示にしたがってください。
　○この国民年金保険料免除等の申請以外の他の公共サービスを受けるために税の申告が必要となる場合がありま
　　す。
　○後日、税の申告を行った場合や修正申告等で所得が変更となった場合は、必ず年金事務所までご連絡くださ
　　い。変更後の所得に基づき改めて審査を行うことになります。（※改めて審査を行った場合、処分変更が行わ
　　れる場合があります。）
　○前年の総収入額が１２２万円（所得額５７万円）を超える場合、市区町村民税の条例等で申告が義務づけられ
　　ている場合などは、この申立書は使用できません。税の申告後に免除申請書の提出をお願いします。
　○前年の総収入額が１２２万円（所得額５７万円）以下の方で、この申立書が提出されない場合には所得の審査
　　ができないことから、免除等の申請が却下されることがあります。
　○納付猶予の申請者は、被保険者欄および配偶者欄のみ記入してください。（世帯主欄は記入不要です。）
　○収入の有・無を偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合がありま
　　す。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ホケンリョウ ミン ゼイ ジョウレイ トウ シンコク バアイ ゼンネン ソウシュウニュウ ガク マンエン ショトク ノウフ ユウヨ ハイグウシャ ラン シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ





















				 
上記のとおり、「記入上の注意事項」に同意し、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて
平成　　　年　　　月　　　日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　－　　　　　　　 　　1

 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ジョウキ キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ドウイ モウ タ ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ































免除等申請書の③欄と同じ年度を記入してください。

資料１

記入例

２ ６

２ ５

記入不要

国　年　 太　郎

国年

○○○ 　○○○○　　○○○○

資料２

○○○○　　○○○○○○

○「所得の申立書」について
　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。
　　

　
＜収入と所得のちがい＞

　所得金額は、収入からその収入を得るためにかかった費用（いわゆる必要経
　費）を差し引いて計算します。
　　　　　（総収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）

　　総 収 入・・・・・給与収入、年金収入、事業収入等
　　必要経費・・・・・給与収入の場合であれば、必要経費にかわるものとし
　　　　　　　　　　　て、少なくとも「６５万円」の給与所得控除があります。


　※たとえば、パート収入が８０万円の場合であれば、収入８０万円から
　　６５万円の必要経費（給与所得控除額）を差し引いた１５万円が所得金額
　　となります。

①の欄の前年を記入してください。



学特 (5)





						国民年金保険料  コクミン ネンキン ホケンリョウ										学生納付特例 ガクセイ ノウフ トクレイ										 申請書にかかる所得の申立書 シンセイショ ショトク モウシタテショ





		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。また、市区町村民税の申告済の方は記入不要です。
★この「所得の申立書」は、国民年金保険料免除等の申請時に使用するもので、
　○税申告をされておらず、前年の総収入が１９４万４千円（所得金額で１１８万円）以下の方が使用することができます。
　（注）総収入が１９４万４千円（所得金額で１１８万円）を超える方については、税申告をしていただく必要があります。 ショトク モウシタテ ショ ショトク モウシタテショ コクミン ネンキン ホケンリョウ メンジョ トウ シンセイ ジ シヨウ ゼイ シンコク ゼンネン ソウシュウニュウ マン センエン ショトク キンガク マンエン イカ カタ シヨウ チュウ ソウシュウニュウ マン センエン ショトク キンガク マンエン コ カタ ゼイ シンコク ヒツヨウ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度分 ヘイセイ ネンド ブン														 ← 



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年分 ヘイセイ ネン ブン														 ← ①の前年を記入してください。







				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ







				➍		市区町村民税の申告の有無を○で囲んでください。 シク チョウソン ミン ゼイ シンコク ウム カコ

						有　・　無 アリ ナシ





				➎		 ②の年（１月～１２月）の総収入についてお尋ねします。総収入が１９４万４千円以下ですか。
「はい」か「いいえ」を○で囲んでください。 マン センエン



				総収入 ソウ シュウニュウ		はい　・　いいえ



				参考 サンコウ		
<収入と所得の違い>

（上記に記載された総収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）になります。









		【記入上の注意事項】
　
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の申告（以下「税の申告」
　　という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市区役所・町村役場から税の申告を求められている場合は、市区役所・町村役場
　　の指示にしたがってください。
　○この国民年金保険料免除等の申請以外の他の公共サービスを受けるために税の申告が必要となる場合があります。
　○後日、税の申告を行った場合や修正申告等で所得が変更となった場合は、必ず年金事務所までご連絡ください。変更後の所得に基づき
　　改めて審査を行うことになります。（※改めて審査を行った場合、処分変更が行われる場合があります。）
　○前年の総収入額が１９４万４千円（所得額１１８万円）を超える場合、市区町村民税の条例等で申告が義務づけられている場合など
　　は、この申立書は使用できません。税の申告後に免除申請書の提出をお願いします。
　○前年の総収入額が１９４万４千円（所得額１１８万円）以下の方で、この申立書が提出されない場合には、所得の審査ができないこと
　　から、免除等の申請が却下されることがあります。
　○収入の有・無を偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合があります。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ホケンリョウ マン センエン ミン ゼイ ジョウレイ トウ シンコク ギム バアイ シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ

















				 
上記のとおり、「記入上の注意事項」に同意し、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて
平成　　　年　　　月　　　日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　－　　　　　　　 　　1

 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ジョウキ キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ドウイ モウ タ ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ



















						国民年金保険料  コクミン ネンキン ホケンリョウ												学生納付特例 ガクセイ ノウフ トクレイ								 申請書にかかる所得の申立書 シンセイショ ショトク モウシタテショ





		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。また、市区町村民税の申告済の方は記入不要です。
★この「所得の申立書」は、国民年金保険料免除等の申請時に使用するもので、
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　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の申告（以下「税の申告」
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　　の指示にしたがってください。
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　○前年の総収入額が１９４万４千円（所得額１１８万円）を超える場合、市区町村民税の条例等で申告が義務づけられている場合など
　　は、この申立書は使用できません。税の申告後に免除申請書の提出をお願いします。
　○前年の総収入額が１９４万４千円（所得額１１８万円）以下の方で、この申立書が提出されない場合には、所得の審査ができないこと
　　から、免除等の申請が却下されることがあります。
　○収入の有・無を偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合があります。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ホケンリョウ マン センエン ミン ゼイ ジョウレイ トウ シンコク ギム バアイ シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ

















				 
上記のとおり、「記入上の注意事項」に同意し、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて
平成　　　年　　　月　　　日提出
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学生納付特例申請書の２欄を参照してください。

資料１－１

記入例

２ ６

２ ５

国　年　 太　郎

国　年　 太　郎

国年

○○○ 　○○○○　　○○○○

○○○○　　○○○○○○

○「所得の申立書」について
　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。
　　

資料２－１

＜収入と所得のちがい＞

　所得金額は、収入からその収入を得るためにかかった費用（いわゆる必要経
　費）を差し引いて計算します。
　　　　　（総収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）

　　総 収 入・・・・・給与収入、年金収入、事業収入等
　　必要経費・・・・・給与収入の場合であれば、必要経費にかわるものとし
　　　　　　　　　　　て、少なくとも「６５万円」の給与所得控があります。


　※たとえば、パート収入が１００万円の場合であれば、収入１００万円から
　　６５万円の必要経費（給与所得控除額）を差し引いた３５万円が所得金額
　　となります。



所得申立

						簡易な所得額の申立書
【公的年金給付等受給者】 カンイ ショトク ガク モウ タ ショ コウテキ ネンキン キュウフ トウ ジュキュウシャ



						〇「簡易な収入額の申立書（申請者本人用）」の【要件】又は「簡易な収入額の申立書（扶養義務者等用）」
　の【要件】を満たさなくても、以下の【所得要件】を満たせば支給の対象となります。 カンイ シュウニュウ ガク モウ タ ショ シンセイシャ ホンニン ヨウ ヨウケン マタ カンイ シュウニュウ ガク モウ タ ショ フヨウ ギムシャ トウ ヨウ ヨウケン ミ イカ ショトク ヨウケン ミ シキュウ タイショウ



						★所得で申し立てしたい方の氏名を記載の上、その方の申請者からみた属性にチェック（☑）してください。 ショトク モウ タ カタ シメイ キサイ ウエ カタ シンセイシャ ゾクセイ

						氏名 シ ナ																		属性 ゾクセイ				□本人 □父母 □祖父母 □子 □孫 □曽祖父母 □曽孫 □兄弟姉妹 □配偶者 ホンニン チチ ハハ ソ フボ コ マゴ ソウソフ ハハ ソウソン キョウダイ シマイ ハイグウシャ

						以下、上記の氏名の方についての必要な情報をご記入してください。 イカ ジョウキ シメイ カタ ヒツヨウ ジョウホウ キニュウ

						Ａ　「簡易な収入額の申立書（申請者本人用）」の②または「簡易な収入額の申立書（扶養義務者等用）」の③の金額をご記入ください。 カンイ シュウニュウ ガク モウ タ ショ シンセイシャ ホンニン ヨウ カンイ シュウニュウ ガク モウ タ フヨウ ギム シャ トウ ヨウ キンガク キニュウ

						年間収入額 ネンカン シュウニュウ ガク																																		円 エン



								控除等 コウジョ トウ



						Ｂ　Ａの年間収入額のうち、養育費に係る控除の額（前々年分） ネンカン シュウニュウ ガク ヨウイクヒ ゼンゼンネン ブン

						養育費を記入した方 ヨウイクヒ キニュウ カタ																																		円 エン		※養育費の20％の金額をご記入ください。
※１円未満の端数が生じる場合は四捨五入してく
　ださい。
 ヨウイクヒ キンガク キニュウ エン ミマン ハスウ ショウ バアイ シシャゴニュウ



						C　Ａの年間収入額のうち、給与収入に係る給与所得控除の額（前々年分） ネンカン シュウニュウ ガク ゼンゼンネン ブン

						給与収入を記入した方 キュウヨ シュウニュウ キニュウ カタ																																		円 エン		※前々年（令和６年１月～令和６年12月）の控除
　額をご記入ください。
 ゼンゼンネン レイワ ネン ガンネン ガツ レイワ ネン ガンネン ガツ コウジョ ガク イ



						D　Ａの年間収入額のうち、事業収入、不動産収入に係る必要経費の額（前々年分） ネンカン シュウニュウ ガク ジ ヒツヨウ ケイヒ ガク ゼンゼンネン ブン

						事業収入又は不動収入を記入した方 ジギョウ シュウニュウ マタ フドウ シュウニュウ キニュウ カタ																																		円 エン		※前々年（令和６年１月～令和６年12月）の経費
　をご記入ください。
※帳簿等の上記の経費がわかる書類をご提出く
　ださい。 ゼンゼンネン レイワ ネン ガンネン ガツ レイワ ネン ガンネン ガツ ケイヒ キニュウ チョウボ トウ ジョウキ ケイヒ ショルイ テイシュツ



						E　Ａの年間収入額のうち、公的年金等収入に係る公的年金等控除の額（前々年分） ネンカン シュウニュウ ガク カカ ゼンゼンネン

						年金収入を記入した方 ネンキン シュウニュウ キニュウ カタ																																		円 エン		※下記の表より控除額を確認し、ご記入くださ
　い。 カキ ヒョウ コウジョガク カクニン

						公的年金等控除 コウテキネンキントウコウジョ		65歳未満		①Ａの額のうち年金収入（課税年金収入と非課税年金収入の合計）分が130万円以下の方  　　→ 70万円
②　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　130万円超410万円以下の方 → 公的年金等収入分×25％＋37.5万円
③　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　410万円超770万円以下の方 → 公的年金等収入分×15％＋78.5万円 ガク ネンキン シュウニュウ カゼイ ネンキン シュウニュウ ヒカゼイ ネンキン シュウニュウ ゴウケイ ブン マンエン イカ カタ マンエン マンエン コ マンエン イカ カタ コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ ブン マンエン マンエン コ マンエン イカ カタ コウテキ ネンキントウ シュウニュウブン マンエン

								65歳以上		①Ａの額のうち年金収入（課税年金収入と非課税年金収入の合計）分が330万円以下の方 　　 → 120万円
②　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　330万円超410万円以下の方 → Ａの額のうち公的年金等収入分×25％＋37.5万円
③　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　410万円超770万円以下の方 → Ａの額のうち公的年金等収入分×15％＋78.5万円 ガク ネンキン シュウニュウ カゼイ ネンキン シュウニュウ ヒカゼイ ネンキン シュウニュウ ゴウケイ ブン マンエン イカ カタ マンエン マンエン コ マンエン イカ カタ ガク コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ ブン マンエン マンエン コ マンエン イカ カタ ガク コウテキ ネンキントウ シュウニュウブン マンエン





						F　その他の控除 タ コウジョ

						控除名
（　　　　　　　　　　　　　） コウジョ メイ																		a																円 エン		e																円 エン

						控除名
（　　　　　　　　　　　　　） コウジョ メイ																		b																円 エン		f																円 エン

						控除名
（　　　　　　　　　　　　　） コウジョ メイ																		c																円 エン		g																円 エン

						控除名
（　　　　　　　　　　　　　） コウジョ メイ																		d																円 エン		h																円 エン

						その他控除額合計
（a + b + c + d + e + f + g + h） タ コウジョ ガク ゴウケイ																																		円 エン

						※令和６年の課税証明書に記載のある、以下の控除の金額をご記入ください。
　・雑損控除【記載額】
　・医療費控除課【記載額】
　・小規模企業共済等掛金控除【記載額】
　・障害者控除【27万円】
　・特別障害者控除【40万円】
　・寡婦控除（児童の母の場合を除く）【27万円】
　・ひとり親控除（児童の父母の場合を除く）【35万円】
　・勤労学生控除【27万円】
　その他、肉用牛の売却による事業所得がある場合や、純損失の繰越控除などがある場合にもご記入いただけます。
　なお、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除については記載できません。
※控除が４つ以上ある場合は、一つの控除名の欄に、２つの項番または控除名をご記入ください。 レイワ オヤ コウジョ イジョウ バアイ ヒト コウジョ メイ ラン コウバン コウジョ メイ キニュウ



						G　社会保険料相当額 シャカイ ホケンリョウ ソウトウガク

																														8		0		0		0		0		円 エン		※一律に８万円の控除となるため、記載不要です。 イチリツ マンエン コウジョ キサイ フヨウ



						H　各控除等の控除後の所得額　Ａ　－　（　Ｂ　＋　Ｃ　＋　Ｄ　＋　Ｅ　＋　Ｆ　＋　G）　 カク コウジョ トウ コウジョ ゴ ショトク ガク																																																																								　

						年間所得額 ネンカン ショトクガク																																		円 エン





						（次ページに続きます） ジ ツヅ



				 I　要件に該当するか確認してください。 ヨウケン ガイトウ カクニン

				（１）以下のどちらか当てはまる方を選択してください。 イカ ア カタ センタク



				□「簡易な収入額の申立書」（申請者本人用）
収入基準Ａの方 カンイ シュウニュウ ガク モウシタテショ シンセイシャ ホンニン ヨウ シュウニュウ キジュン カタ																														□　その他の方



				（２）「簡易な収入額の申立書」（申請者本人用または扶養義務者等用）【☆】と同じ人数にチェックしてください。 カンイ シュウニュウ ガク モウシタテショ シンセイシャ ホンニン ヨウ フヨウ ギム シャ トウ ヨウ オナ ニンズウ



		　		チェックしてください。																		基準額												チェックしてください。																		基準額 キジュン ガク

				✓		人数 ニンズウ																												✓		人数 ニンズウ

						０人 ニン																2,080,000円 エン														０人 ニン																2,360,000円 エン

						１人																2,460,000円														１人																2,740,000円 エン

						２人																2,840,000円														２人																3,120,000円 エン

						３人																3,220,000円														３人																3,500,000円 エン

						４人																3,600,000円														４人																3,880,000円 エン

						５人																3,980,000円														５人																4,260,000円 エン

						　人 ニン																         円 エン														　人 ニン																         円 エン

				※６人以上いる場合は、１人増えるごとに380,000円を加算した金額をご記入ください。 ニン イジョウ バアイ ヒト フ エン カサン キンガク キニュウ																														※６人以上いる場合は、１人増えるごとに380,000円を加算した金額をご記入ください。



				（３）「簡易な収入額の申立書」（申請者本人用または扶養義務者等用）【☆】を用いて計算を行ってください。 カンイ シュウニュウ ガク モウシタテショ シンセイシャ ホンニン ヨウ フヨウ ギム シャ トウ ヨウ モチ ケイサン オコナ



				ⅰ（２）で選択した基準額 センタク キジュン ガク																		円 エン												ⅰ（２）で選択した基準額 センタク キジュン ガク																		円 エン



				ⅱ☆の◎の数×150,000円 カズ エン																		円 エン												ⅱ☆の〇の数×60,000円 カズ エン																		円 エン

																																		　（〇以外の氏名がない場合は、〇の数を１つ減らして計算）

				ⅲ☆の〇の数×100,000円 カズ エン																		円 エン



								所得基準額（ⅰ＋ⅱ＋ⅲ） ショトク キジュン ガク														円 エン																所得基準額（ⅰ＋ⅱ） ショトク キジュン ガク														円 エン

																						∨																														∨

						年間所得額（表面のＨ） ネンカン ショトク ガク オモテ メン																円 エン																年間所得額（表面のＨ） ネンカン ショトク ガク オモテ メン														円 エン



				→【所得要件】Ｈの年間所得額が所得基準額より低いこと ショトク ヨウケン ネンカン ショトク ガク ショトク キジュン ガク ヒク



						【確認事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

						　□　【所得要件】に該当します。　　□　控除額が分かる書類（帳簿等）を提出しています。　
                                        （前ページのＤ欄を記入した場合のみ）　

　□　給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、市区町村等が必要な扶養義務者の住民基本台帳情報や税情報
　　　、公的年金情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに
　　　同意します。

  □　本申立の内容に相違ありません。

　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扶養義務者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ショトク ヨウケン ガイトウ コウジョガク ワ ショルイ チョウボ ナド テイシュツ ゼン デーラン キニュウ バアイ キュウフキン シキュウ ヨウケン ガイトウ セイ トウ シンサ トウ シクチョウソン トウ ヒツヨウ フヨウ ギムシャ ジュウミンキホンダイチョウジョウホウ ゼイ ジョウホウ コウテキ ネンキン ジョウホウ トウ コウボ トウ カクニン オコナ ヒツヨウ シリョウ テイキョウ タ ギョウセイ キカン トウ モト テイキョウ ドウイ レイワ ネン ツキ ニチ シンセイシャ シメイ フヨウ ギムシャ シメイ































【所得基準額の注意事項】
※申請時点で以下の方を養っている場合、１人につき100,000円を加算してください。
　・　生活を同じくしている70歳以上の配偶者
　・　生活を同じくしている70歳以上の方
　
※申請時点で以下の方を養っている場合、１人につき150,000円を加算してください。
　・　23歳未満の親族
　ただし、550,000円の加算がされる方は加算されません。
※申請者が父母以外の方であり、以下のいずれかに該当する場合は550,000円を加算してください。
　・　父が死亡または生死不明かつ母がない児童の養育者
　・　母が死亡または生死不明かつ父がない児童の養育者
　・　母がなく、かつ、父が法令により引き続き拘禁されている児童の養育者
　・　母が婚姻によらないで懐胎した児童であって、
　　　母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないものの養育者
　・　父がなく、かつ、母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童の養育者
　・　父母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童の養育者
　・　母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童の養育者

様式第４号（第７条第３項関係）



記入例ネタ



						【参考】 サンコウ

						① 学生納付特例を1
　 受けようとする年度1 ガク セイ オサム ツキ トク レイ ウ ネンド		申　請　期　間 サル ショウ キ アイダ						② 申し立てする所得の年 モウ タ ショトク ネン

						平成 24 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成24年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		25年3月		平成 23 年中の所得

						平成 25 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成25年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		26年3月		平成 24 年中の所得

						平成 26 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成26年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		27年3月 ネン ガツ		平成 25 年中の所得 ヘイセイ ネン チュウ ショトク

						　
○「所得の申立書」について
 
　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の
　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４
　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、
　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。

















						【参考】 サンコウ

						記入例 キニュウ レイ		申　請　期　間 サル ショウ キ アイダ						審査の対象となる前年所得 シンサ タイショウ ゼンネン ショトク

						平成 24 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成24年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		25年3月		平成 23 年中の所得

						平成 25 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成25年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		26年3月		平成 24 年中の所得

						平成 26 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成26年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		27年3月 ネン ガツ		平成 25 年中の所得 ヘイセイ ネン チュウ ショトク

						　
○「所得の申立書」について
 
　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の
　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４
　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、
　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。





















						【参考】 サンコウ

						① 免除等申請期間 メンジョ トウ シンセイ キカン		申　請　期　間 サル ショウ キ アイダ						② 申し立てする所得の年

						平成 24 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成24年7月 ヘイセイ ネン ガツ		～		25年6月		平成 23 年中の所得

						平成 25 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成25年7月 ヘイセイ ネン ガツ		～		26年6月		平成 24 年中の所得

						平成 26 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成26年7月 ヘイセイ ネン ガツ		～		27年6月		平成 25 年中の所得 ヘイセイ ネン チュウ ショトク

						　
○「所得の申立書」について
 
　  この所得の申立書にて免除・納付猶予の申請書に記入した申請期間の
　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の免除・納付猶予の申請書で申請できる期間は、１年度分（７
　月～翌６月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、
　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。 メンジョ ノウフ ユウヨ















						記入例 キニュウ レイ		申　請　期　間 サル ショウ キ アイダ						審査の対象となる前年所得 シンサ タイショウ ゼンネン ショトク

						平成 26 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成26年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		27年3月 ネン ガツ		平成 25 年中の所得

						平成 25 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成25年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		26年3月		平成 24 年中の所得

						平成 24 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成24年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		25年3月		平成 23 年中の所得

						平成 23 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		（平成23年4月） ヘイセイ ネン ガツ		～		24年3月		平成 22 年中の所得





学特 (2)





						所得の申立書　（国民年金保険料 学生納付特例申請用） コクミン ネンキン ホケンリョウ ガクセイ ノウフ トクレイ シンセイ ヨウ



		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。
　税申告（確定申告や年末調整）をしていない、または税申告をしたか不明である場合に、日本年金機構が国民年金
　保険料学生納付特例の審査のために使用するものです。
★前年の所得が１１８万円を超える場合（収入で１９４万４千円以上の場合）は、この申立書では審査ができません。
　扶養控除及び各種控除等の税申告が必要です。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ ゼイ シンコク フメイ バアイ ガクセイ ノウフ トクレイ ゼンネン ショトク マンエン イジョウ バアイ モウシタテショ フヨウ コウジョ オヨ カクシュ コウジョ トウ ゼイ シンコク ヒツヨウ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度 ヘイセイ ネンド



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年中の所得 ヘイセイ ネン ショトク														 ← ①の前年を記入してください。





				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ







				➍		税申告（確定申告や年末調整）のあり、なしまたは不明を○で囲んでください。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ フメイ カコ

						あり　・　なし　・　不明 フメイ





				➎		 ②の年中（１月～１２月）の所得について該当する番号を○で囲んでください。																		参　 考 サン コウ		 
<収入と所得の違い> 　  
 
（収入金額 ）－ （必要経費） ＝  （所得金額）
 １９４万円　－ ７６．２万円  ＝ １１７．８万円
 
   給与収入（180万円超360万円以下）の場合、
   給与所得控除（必要経費）が、
   ［収入金額×30％＋18万円］認められます。



				所　得 ショ トク		　１．なし

						　２．あり　（１１８万円以下）

						　３．あり　（１１８万円超）



		【記入上の注意事項】
　
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の申
　　告（以下「税申告」という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市町村民税の条例等で税申告が義務づ
　　けられている場合は、この申立書とは別に税申告が必要です。
 
　○他の公共サービスを受けるために税申告が必要となる場合があります。
 
　○後日、税申告を行った場合において、所得が１１８万円を超えていた場合は、必ず年金事務所までご連絡くださ
　　い。変更後の所得に基づき改めて審査を行うことになります。（※改めて審査を行った場合、処分変更が行われ
　　る場合があります。）
 
　○前年の所得額が１１８万円を超える場合（収入が１９４万４千円以上の場合）は、この申立書だけでは審査がで
　　きませんが、扶養控除や各種控除等の税申告を行うことで、国民年金保険料の学生納付特例が受けられる場合が
　　あります。
 
　○収入のあり・なしを偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合があり
　　ます。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ シチョウソン ミン ゼイ ジョウレイ トウ ゼイ シンコク バアイ モウシタテショ ベツ ゼイ シンコク ヒツヨウ タ ショトク マンエン コ バアイ ショトク ガク マンエン マン センエン イジョウ バアイ シンサ コウジョ カクシュ トウ ゼイ シンコク オコナ コクミン ネンキン ホケンリョウ ガクセイ ノウフ トクレイ ウ バアイ シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ





















				 
「記入上の注意事項」に同意し、所得について上記のとおり、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて

平成　　　年　　　月　　　日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　　　―　　　　　 　　1
 
 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ



















						所得の申立書　（国民年金保険料 学生納付特例申請用） コクミン ネンキン ホケンリョウ ガクセイ ノウフ トクレイ シンセイ ヨウ



		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。
　税申告（確定申告や年末調整）をしていない、または税申告をしたか不明である場合に、日本年金機構が国民年金
　保険料学生納付特例の審査のために使用するものです。
★前年の所得が１１８万円を超える場合（収入で１９４万４千円以上の場合）は、この申立書では審査ができません。
　扶養控除及び各種控除等の税申告が必要です。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ ゼイ シンコク フメイ バアイ ガクセイ ノウフ トクレイ ゼンネン ショトク マンエン イジョウ バアイ モウシタテショ フヨウ コウジョ オヨ カクシュ コウジョ トウ ゼイ シンコク ヒツヨウ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度 ヘイセイ ネンド



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年中の所得 ヘイセイ ネン ショトク														 ← ①の前年を記入してください。





				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ

						国 年　太 郎





				➍		税申告（確定申告や年末調整）のあり、なしまたは不明を○で囲んでください。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ フメイ カコ

						あり　・　なし　・　不明 フメイ





				➎		 ②の年中（１月～１２月）の所得について該当する番号を○で囲んでください。																		参　 考 サン コウ		<収入と所得の違い> 　 

（収入金額 ）－ （必要経費） ＝  （所得金額）
 １９４万円　－ ７６．２万円  ＝ １１７．８万円

   給与収入（180万円超360万円以下）の場合、
   給与所得控除（必要経費）が、
   ［収入金額×30％＋18万円］認められます。



				所　得 ショ トク		　１．なし

						　２．あり　（１１８万円以下）

						　３．あり　（１１８万円超）



		【記入上の注意事項】
　
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の申
　　告（以下「税申告」という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市町村民税の条例等で税申告が義務づ
　　けられている場合は、この申立書とは別に税申告が必要です。
 
　○他の公共サービスを受けるために税申告が必要となる場合があります。
 
　○後日、税申告を行った場合において、所得が１１８万円を超えていた場合は、必ず年金事務所までご連絡くださ
　　い。変更後の所得に基づき改めて審査を行うことになります。（※改めて審査を行った場合、処分変更が行われ
　　る場合があります。）
 
　○前年の所得額が１１８万円を超える場合（収入が１９４万４千円以上の場合）は、この申立書だけでは審査がで
　　きませんが、扶養控除や各種控除等の税申告を行うことで、国民年金保険料の学生納付特例が受けられる場合が
　　あります。
 
　○収入のあり・なしを偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合があり
　　ます。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ シチョウソン ミン ゼイ ジョウレイ トウ ゼイ シンコク バアイ モウシタテショ ベツ ゼイ シンコク ヒツヨウ タ ショトク マンエン コ バアイ ショトク ガク マンエン マン センエン イジョウ バアイ シンサ コウジョ カクシュ トウ ゼイ シンコク オコナ コクミン ネンキン ホケンリョウ ガクセイ ノウフ トクレイ ウ バアイ シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ





















				 
「記入上の注意事項」に同意し、所得について上記のとおり、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて

平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　　　　　　　　　 　　1
 
 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ































資料２

①の欄の前年を記入してください。

①の欄の前年を記入してください。

２ ６

２ ５

２ ５

○○○○ ― ○○○○○○

国　年　 太　郎

○○○ 　○○○○　　○○○○

国年


記入例

　
＜収入と所得の違い＞

　所得金額は、収入からその収入を得るためにかかった費用（いわゆる必要経費）
　を差し引いて計算します。
　　　　　     総収入　 －　 （必要経費）   ＝　 所得金額
　　　※給与収入のみの場合
　　　　　  　給与収入　－ （給与所得控除） ＝　 所得金額

　　総 収 入・・・・・給与収入、年金収入、事業収入等
　　必要経費・・・・・給与収入の場合であれば、必要経費にかわるものとし
　　　　　　　　　　　て、少なくとも「６５万円」の給与所得控除があります。

　※たとえば、パート収入が８０万円の場合であれば、収入８０万円から必要経費
　　（給与所得控除額）の６５万円を差し引いた１５万円が所得金額となります。

①の欄の前年を記入してください。



image1.emf

記入例 審査の対象となる前年所得


平成 23 年度分 （平成23年7月）～ 24年6月 平成23年度（22年中）所得


平成 24 年度分 平成24年7月 ～ 25年6月 平成24年度（23年中）所得


平成 25 年度分 平成25年7月 ～ 26年6月 平成25年度（24年中）所得


平成 26 年度分 平成26年7月 ～ 27年6月 平成26年度（25年中）所得


記入例 審査の対象となる前年所得


平成 26 年度分 平成26年4月 ～ 27年3月 平成26年度（25年中）所得


平成 25 年度分 平成25年4月 ～ 26年3月 平成25年度（24年中）所得


平成 24 年度分 平成24年4月 ～ 25年3月 平成24年度（23年中）所得


平成 23 年度分 （平成23年4月）～ 24年3月 平成23年度（22年中）所得


※免除・納付猶予申請書：『記入例』より


申　請　期　間


※学生納付特例申請書：『記入例』より


申　請　期　間




image2.emf

記入例 審査の対象となる前年所得


平成 23 年度分 （平成23年4月）～ 24年3月 平成 22 年中の所得


平成 24 年度分 平成24年4月 ～ 25年3月 平成 23 年中の所得


平成 25 年度分 平成25年4月 ～ 26年3月 平成 24 年中の所得


平成 26 年度分 平成26年4月 ～ 27年3月 平成 25 年中の所得


【参考】


申　請　期　間


　


○「所得の申立書」について


 


　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の


　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。


　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４


　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、


　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。




image3.emf

記入例 審査の対象となる前年所得


平成 24 年度分 平成24年4月 ～ 25年3月 平成 23 年中の所得


平成 25 年度分 平成25年4月 ～ 26年3月 平成 24 年中の所得


平成 26 年度分 平成26年4月 ～ 27年3月 平成 25 年中の所得


【参考】


申　請　期　間


　


○「所得の申立書」について


 


　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の


　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。


　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４


　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、


　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。




image4.emf

記入例 審査の対象となる前年所得


平成 24 年度分 平成24年4月 ～ 25年3月 平成 23 年中の所得


平成 25 年度分 平成25年4月 ～ 26年3月 平成 24 年中の所得


平成 26 年度分 平成26年4月 ～ 27年3月 平成 25 年中の所得


【参考】


申　請　期　間


　


○「所得の申立書」について


 


　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の


　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。


　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４


　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、


　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。





image2.emf
　

✓ ✓

※６人以上いる場合は、１人増えるごとに380,000円を加算した金額をご記入ください。

ⅰ（２）で選択した基準額

ⅱ☆の◎の数×150,000円

　（〇以外の氏名がない場合は、〇の数を１つ減らして計算）

ⅲ☆の〇の数×100,000円

（次ページに続きます）

 I　要件に該当するか確認してください。

（１）以下のどちらか当てはまる方を選択してください。

□「簡易な収入額の申立書」（申請者本人用）

収入基準Ａの方

□　その他の方

（２）「簡易な収入額の申立書」（申請者本人用または扶養義務者等用）【☆】と同じ人数にチェックしてください。

チェックしてください。 チェックしてください。

人数 人数

０人 2,080,000円 ０人 2,360,000円

１人 2,460,000円 １人 2,740,000円

２人 2,840,000円 ２人 3,120,000円

３人 3,220,000円 ３人 3,500,000円

４人 3,600,000円 ４人 3,880,000円

５人 3,980,000円 ５人 4,260,000円

　人          円 　人          円

※６人以上いる場合は、１人増えるごとに380,000円を加算した金額をご記入ください。

（３）「簡易な収入額の申立書」（申請者本人用または扶養義務者等用）【☆】を用いて計算を行ってください。

円 ⅰ（２）で選択した基準額 円

円 ⅱ☆の〇の数×60,000円 円

円

所得基準額（ⅰ＋ⅱ＋ⅲ） 円 所得基準額（ⅰ＋ⅱ） 円

∨ ∨

年間所得額（表面のＨ） 円 年間所得額（表面のＨ） 円

→【所得要件】Ｈの年間所得額が所得基準額より低いこと

【確認事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

　□　【所得要件】に該当します。　　□　控除額が分かる書類（帳簿等）を提出しています。　

                                        （前ページのＤ欄を記入した場合のみ）　

　□　給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、市区町村等が必要な扶養義務者の住民基本台帳情報

や税情報

　　　、公的年金情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供す

ることに

　　　同意します。

  □　本申立の内容に相違ありません。

　　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扶養義務者氏名　

基準額 基準額


oleObject2.xlsx
免除・猶予 (5)





						所得の申立書　（国民年金保険料 免除・納付猶予 用） コクミン ネンキン ホケンリョウ メンジョ ノウフ ユウヨ ヨウ





		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。
　税申告（確定申告や年末調整）をしていない、または税申告をしたか不明である方がいる場合に、
　日本年金機構が国民年金保険料免除等の審査のために使用するものです。
★前年の所得が５７万円（収入で１２２万円）を超える者がいる場合は、この申立書は使用できません。
　扶養控除及び各種控除等の税申告が必要です。
　※②に記入する年の翌年に住所変更した方については、所得が５７万円を超えていた場合も記入をお願いします。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ ゼイ シンコク フメイ カタ バアイ ゼンネン ショトク マンエン マンエン コ シャ バアイ モウシタテショ シヨウ フヨウ コウジョ オヨ カクシュ コウジョ トウ ゼイ シンコク ヒツヨウ キニュウ ネン ヨクネン ジュウショ ヘンコウ カタ ショトク マンエン コ バアイ キニュウ ネガ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度 ヘイセイ ネンド														 ← 



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年中の所得 ヘイセイ ネン ショトク														 ← ①の前年を記入してください。







				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ														配偶者（夫または妻）氏名 ハイグウシャ オット ツマ シメイ														世帯主氏名 セタイヌシ シメイ







				➍		　税申告（確定申告や年末調整）の有無または不明を○で囲んでください。 ゼイ シンコク ウム フメイ カコ

						有　・　無　・　不明 アリ ナシ フメイ														有　・　無　・　不明 アリ ナシ フメイ														有　・　無　・　不明 アリ ナシ フメイ





				➎		 ②の年（１月～１２月）について、所得が５７万円（収入が１２２万円）円以下ですか。
「はい」か「いいえ」を○で囲んでください。 ショトク マン エン シュウニュウ マンエン エン イカ カコ



				総収入 ソウ シュウニュウ		はい　・　いいえ														はい　・　いいえ														はい　・　いいえ



				参考 サンコウ		<収入と所得の違い>　（収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）です。 シュウニュウ ショトク チガ シュウニュウ キンガク ヒツヨウ ケイヒ ショトク キンガク





		【記入上の注意事項】
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の税申告ではありません。市町村民税の
　　申告（以下「税申告」という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市町村民税の条例等で税申告が義
　　務づけられている場合は、この申立書とは別に税申告が必要です。
　○この国民年金保険料免除等の申請以外の他の公共サービスを受けるために税申告が必要となる場合がありま
　　す。
　○後日、税申告を行った場合において、や修正申告等で所得が５７万円を超えていたたが変更となった場合は、
　　必ず年金事務所までご連絡ください。変更後の所得に基づき改めて審査を行うことになります。
　　（※改めて審査を行った場合、処分変更が行われる場合があります。）
　○前年の総収入額が１２２万円（所得額５７万円）を超える場合、市区町村民税の条例等で申告が義務づけられ
　　ている場合などは、この申立書は使用できません。税の申告後に免除申請書の提出をお願いします。
　○前年の所得額が５７万円（収入が１２２万円）を超える者がいる場合は、この申立書を使用することはできませんが、扶養控除や各種控除等の税申告を受けることで、国民年金保険料の全額免除や一部免除等が受けられる場合があります。はが提出されない場合には所得の審査ができないことから、免除等の申請が却下されることがあります。
　○納付猶予の申請者は、被保険者欄および配偶者欄のみ記入してください。（世帯主欄は記入不要です。）
　○収入の有・無を偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合がありま
　　す。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ゼイ シチョウソンミンゼイ ジョウレイ トウ ゼイ シンコク バアイ モウシタテショ ベツ ゼイ シンコク ヒツヨウ ホケンリョウ マンエン コ ミン ゼイ ジョウレイ トウ シンコク バアイ ゼンネン シュウニュウ マンエン コ シャ バアイ シヨウ フヨウ コウジョ カクシュ コウジョ トウ ゼイ シンコク ウ コクミンネンキン ホケンリョウ ゼンガク メンジョ イチブ メンジョトウ ウ バアイ ショトク ノウフ ユウヨ ハイグウシャ ラン シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ





















				 
上記のとおり、「記入上の注意事項」に同意し、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて
平成　　　年　　　月　　　日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　－　　　　　　　 　　1

 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ジョウキ キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ドウイ モウ タ ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ



















						国民年金保険料  コクミン ネンキン ホケンリョウ										免除・納付猶予 メンジョ ノウフ ユウヨ										 申請書にかかる所得の申立書 シンセイショ ショトク モウシタテショ





		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。また、市区町村民税の申告済の方は記入不要です。
★この「所得の申立書」は、国民年金保険料免除等の申請時に使用するもので、
　○税申告をされておらず、前年の総収入が１２２万円（所得金額で５７万円）以下の方が使用することができます。
　（注）総収入が１２２万円（所得金額で５７万円）を超える方については、税申告をしていただく必要があります。 ショトク モウシタテ ショ ショトク モウシタテショ コクミン ネンキン ホケンリョウ メンジョ トウ シンセイ ジ シヨウ ゼイ シンコク ゼンネン ソウシュウニュウ マンエン ショトク キンガク マンエン イカ カタ シヨウ チュウ ソウシュウニュウ マンエン ショトク キンガク マンエン コ カタ ゼイ シンコク ヒツヨウ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度分 ヘイセイ ネンド ブン



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年分 ヘイセイ ネン ブン







				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ														配偶者（夫または妻）氏名 ハイグウシャ オット ツマ シメイ														世帯主氏名 セタイヌシ シメイ

						国 年　太 郎 クニ ネン フトシ ロウ														国 年　花 子 クニ ネン ハナ コ														国 年　一 郎 クニ ネン イチ ロウ





				➍		市区町村民税の申告の有無を○で囲んでください。 シク チョウソン ミン ゼイ シンコク ウム カコ

						有　・　無 アリ ナシ														有　・　無 アリ ナシ														有　・　無 アリ ナシ





				➎		 ②の年（１月～１２月）の総収入についてお尋ねします。総収入が１２２万円以下ですか。
「はい」か「いいえ」を○で囲んでください。 タズ ソウシュウニュウ マンエン イカ カコ



				総収入 ソウ シュウニュウ		はい　・　いいえ														はい　・　いいえ														はい　・　いいえ



				参考 サンコウ		<収入と所得の違い>
（上記に記載された総収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）になります。 シュウニュウ ショトク チガ ジョウキ キサイ ソウシュウニュウ キンガク ヒツヨウ ケイヒ ショトク キンガク







		【記入上の注意事項】
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の
　　申告（以下「税の申告」という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市区役所・町村役場から税の申
　　告を求められている場合は、市区役所・町村役場の指示にしたがってください。
　○この国民年金保険料免除等の申請以外の他の公共サービスを受けるために税の申告が必要となる場合がありま
　　す。
　○後日、税の申告を行った場合や修正申告等で所得が変更となった場合は、必ず年金事務所までご連絡くださ
　　い。変更後の所得に基づき改めて審査を行うことになります。（※改めて審査を行った場合、処分変更が行わ
　　れる場合があります。）
　○前年の総収入額が１２２万円（所得額５７万円）を超える場合、市区町村民税の条例等で申告が義務づけられ
　　ている場合などは、この申立書は使用できません。税の申告後に免除申請書の提出をお願いします。
　○前年の総収入額が１２２万円（所得額５７万円）以下の方で、この申立書が提出されない場合には所得の審査
　　ができないことから、免除等の申請が却下されることがあります。
　○納付猶予の申請者は、被保険者欄および配偶者欄のみ記入してください。（世帯主欄は記入不要です。）
　○収入の有・無を偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合がありま
　　す。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ホケンリョウ ミン ゼイ ジョウレイ トウ シンコク バアイ ゼンネン ソウシュウニュウ ガク マンエン ショトク ノウフ ユウヨ ハイグウシャ ラン シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ





















				 
上記のとおり、「記入上の注意事項」に同意し、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて
平成　　　年　　　月　　　日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　－　　　　　　　 　　1

 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ジョウキ キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ドウイ モウ タ ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ































免除等申請書の③欄と同じ年度を記入してください。

資料１

記入例

２ ６

２ ５

記入不要

国　年　 太　郎

国年

○○○ 　○○○○　　○○○○

資料２

○○○○　　○○○○○○

○「所得の申立書」について
　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。
　　

　
＜収入と所得のちがい＞

　所得金額は、収入からその収入を得るためにかかった費用（いわゆる必要経
　費）を差し引いて計算します。
　　　　　（総収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）

　　総 収 入・・・・・給与収入、年金収入、事業収入等
　　必要経費・・・・・給与収入の場合であれば、必要経費にかわるものとし
　　　　　　　　　　　て、少なくとも「６５万円」の給与所得控除があります。


　※たとえば、パート収入が８０万円の場合であれば、収入８０万円から
　　６５万円の必要経費（給与所得控除額）を差し引いた１５万円が所得金額
　　となります。

①の欄の前年を記入してください。



学特 (5)





						国民年金保険料  コクミン ネンキン ホケンリョウ										学生納付特例 ガクセイ ノウフ トクレイ										 申請書にかかる所得の申立書 シンセイショ ショトク モウシタテショ





		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。また、市区町村民税の申告済の方は記入不要です。
★この「所得の申立書」は、国民年金保険料免除等の申請時に使用するもので、
　○税申告をされておらず、前年の総収入が１９４万４千円（所得金額で１１８万円）以下の方が使用することができます。
　（注）総収入が１９４万４千円（所得金額で１１８万円）を超える方については、税申告をしていただく必要があります。 ショトク モウシタテ ショ ショトク モウシタテショ コクミン ネンキン ホケンリョウ メンジョ トウ シンセイ ジ シヨウ ゼイ シンコク ゼンネン ソウシュウニュウ マン センエン ショトク キンガク マンエン イカ カタ シヨウ チュウ ソウシュウニュウ マン センエン ショトク キンガク マンエン コ カタ ゼイ シンコク ヒツヨウ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度分 ヘイセイ ネンド ブン														 ← 



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年分 ヘイセイ ネン ブン														 ← ①の前年を記入してください。







				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ







				➍		市区町村民税の申告の有無を○で囲んでください。 シク チョウソン ミン ゼイ シンコク ウム カコ

						有　・　無 アリ ナシ





				➎		 ②の年（１月～１２月）の総収入についてお尋ねします。総収入が１９４万４千円以下ですか。
「はい」か「いいえ」を○で囲んでください。 マン センエン



				総収入 ソウ シュウニュウ		はい　・　いいえ



				参考 サンコウ		
<収入と所得の違い>

（上記に記載された総収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）になります。









		【記入上の注意事項】
　
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の申告（以下「税の申告」
　　という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市区役所・町村役場から税の申告を求められている場合は、市区役所・町村役場
　　の指示にしたがってください。
　○この国民年金保険料免除等の申請以外の他の公共サービスを受けるために税の申告が必要となる場合があります。
　○後日、税の申告を行った場合や修正申告等で所得が変更となった場合は、必ず年金事務所までご連絡ください。変更後の所得に基づき
　　改めて審査を行うことになります。（※改めて審査を行った場合、処分変更が行われる場合があります。）
　○前年の総収入額が１９４万４千円（所得額１１８万円）を超える場合、市区町村民税の条例等で申告が義務づけられている場合など
　　は、この申立書は使用できません。税の申告後に免除申請書の提出をお願いします。
　○前年の総収入額が１９４万４千円（所得額１１８万円）以下の方で、この申立書が提出されない場合には、所得の審査ができないこと
　　から、免除等の申請が却下されることがあります。
　○収入の有・無を偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合があります。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ホケンリョウ マン センエン ミン ゼイ ジョウレイ トウ シンコク ギム バアイ シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ

















				 
上記のとおり、「記入上の注意事項」に同意し、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて
平成　　　年　　　月　　　日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　－　　　　　　　 　　1

 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ジョウキ キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ドウイ モウ タ ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ



















						国民年金保険料  コクミン ネンキン ホケンリョウ												学生納付特例 ガクセイ ノウフ トクレイ								 申請書にかかる所得の申立書 シンセイショ ショトク モウシタテショ





		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。また、市区町村民税の申告済の方は記入不要です。
★この「所得の申立書」は、国民年金保険料免除等の申請時に使用するもので、
　○税申告をされておらず、前年の総収入が１９４万４千円（所得金額で１１８万円）以下の方が使用することができます。
　（注）総収入が１９４万４千円（所得金額で１１８万円）を超える方については、税申告をしていただく必要があります。 ショトク モウシタテ ショ ショトク モウシタテショ コクミン ネンキン ホケンリョウ メンジョ トウ シンセイ ジ シヨウ ゼイ シンコク ゼンネン ソウシュウニュウ マン センエン ショトク キンガク マンエン イカ カタ シヨウ チュウ ソウシュウニュウ マン センエン ショトク キンガク マンエン コ カタ ゼイ シンコク ヒツヨウ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度分 ヘイセイ ネンド ブン



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年分 ヘイセイ ネン ブン







				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ







				➍		市区町村民税の申告の有無を○で囲んでください。 シク チョウソン ミン ゼイ シンコク ウム カコ

						有　・　無 アリ ナシ





				➎		 ②の年（１月～１２月）の総収入についてお尋ねします。総収入が１９４万４千円以下ですか。
「はい」か「いいえ」を○で囲んでください。 マン センエン



				a総収入 ソウ シュウニュウ		はい　・　いいえ



				参考 サンコウ		<収入と所得の違い>

（上記に記載された総収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）になります。









		【記入上の注意事項】
　
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の申告（以下「税の申告」
　　という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市区役所・町村役場から税の申告を求められている場合は、市区役所・町村役場
　　の指示にしたがってください。
　○この国民年金保険料免除等の申請以外の他の公共サービスを受けるために税の申告が必要となる場合があります。
　○後日、税の申告を行った場合や修正申告等で所得が変更となった場合は、必ず年金事務所までご連絡ください。変更後の所得に基づき
　　改めて審査を行うことになります。（※改めて審査を行った場合、処分変更が行われる場合があります。）
　○前年の総収入額が１９４万４千円（所得額１１８万円）を超える場合、市区町村民税の条例等で申告が義務づけられている場合など
　　は、この申立書は使用できません。税の申告後に免除申請書の提出をお願いします。
　○前年の総収入額が１９４万４千円（所得額１１８万円）以下の方で、この申立書が提出されない場合には、所得の審査ができないこと
　　から、免除等の申請が却下されることがあります。
　○収入の有・無を偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合があります。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ホケンリョウ マン センエン ミン ゼイ ジョウレイ トウ シンコク ギム バアイ シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ

















				 
上記のとおり、「記入上の注意事項」に同意し、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて
平成　　　年　　　月　　　日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　－　　　　　　　 　　1

 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ジョウキ キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ ドウイ モウ タ ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ































学生納付特例申請書の２欄を参照してください。

資料１－１

記入例

２ ６

２ ５

国　年　 太　郎

国　年　 太　郎

国年

○○○ 　○○○○　　○○○○

○○○○　　○○○○○○

○「所得の申立書」について
　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。
　　

資料２－１

＜収入と所得のちがい＞

　所得金額は、収入からその収入を得るためにかかった費用（いわゆる必要経
　費）を差し引いて計算します。
　　　　　（総収入金額）－（必要経費）＝（所得金額）

　　総 収 入・・・・・給与収入、年金収入、事業収入等
　　必要経費・・・・・給与収入の場合であれば、必要経費にかわるものとし
　　　　　　　　　　　て、少なくとも「６５万円」の給与所得控があります。


　※たとえば、パート収入が１００万円の場合であれば、収入１００万円から
　　６５万円の必要経費（給与所得控除額）を差し引いた３５万円が所得金額
　　となります。



所得申立

						簡易な所得額の申立書
【公的年金給付等受給者】 カンイ ショトク ガク モウ タ ショ コウテキ ネンキン キュウフ トウ ジュキュウシャ



						〇「簡易な収入額の申立書（申請者本人用）」の【要件】又は「簡易な収入額の申立書（扶養義務者等用）」
　の【要件】を満たさなくても、以下の【所得要件】を満たせば支給の対象となります。 カンイ シュウニュウ ガク モウ タ ショ シンセイシャ ホンニン ヨウ ヨウケン マタ カンイ シュウニュウ ガク モウ タ ショ フヨウ ギムシャ トウ ヨウ ヨウケン ミ イカ ショトク ヨウケン ミ シキュウ タイショウ



						★所得で申し立てしたい方の氏名を記載の上、その方の申請者からみた属性にチェック（☑）してください。 ショトク モウ タ カタ シメイ キサイ ウエ カタ シンセイシャ ゾクセイ

						氏名 シ ナ																		属性 ゾクセイ				□本人 □父母 □祖父母 □子 □孫 □曽祖父母 □曽孫 □兄弟姉妹 □配偶者 ホンニン チチ ハハ ソ フボ コ マゴ ソウソフ ハハ ソウソン キョウダイ シマイ ハイグウシャ

						以下、上記の氏名の方についての必要な情報をご記入してください。 イカ ジョウキ シメイ カタ ヒツヨウ ジョウホウ キニュウ

						Ａ　「簡易な収入額の申立書（申請者本人用）」の②または「簡易な収入額の申立書（扶養義務者等用）」の③の金額をご記入ください。 カンイ シュウニュウ ガク モウ タ ショ シンセイシャ ホンニン ヨウ カンイ シュウニュウ ガク モウ タ フヨウ ギム シャ トウ ヨウ キンガク キニュウ

						年間収入額 ネンカン シュウニュウ ガク																																		円 エン



								控除等 コウジョ トウ



						Ｂ　Ａの年間収入額のうち、養育費に係る控除の額（前々年分） ネンカン シュウニュウ ガク ヨウイクヒ ゼンゼンネン ブン

						養育費を記入した方 ヨウイクヒ キニュウ カタ																																		円 エン		※養育費の20％の金額をご記入ください。
※１円未満の端数が生じる場合は四捨五入してく
　ださい。
 ヨウイクヒ キンガク キニュウ エン ミマン ハスウ ショウ バアイ シシャゴニュウ



						C　Ａの年間収入額のうち、給与収入に係る給与所得控除の額（前々年分） ネンカン シュウニュウ ガク ゼンゼンネン ブン

						給与収入を記入した方 キュウヨ シュウニュウ キニュウ カタ																																		円 エン		※前々年（令和６年１月～令和６年12月）の控除
　額をご記入ください。
 ゼンゼンネン レイワ ネン ガンネン ガツ レイワ ネン ガンネン ガツ コウジョ ガク イ



						D　Ａの年間収入額のうち、事業収入、不動産収入に係る必要経費の額（前々年分） ネンカン シュウニュウ ガク ジ ヒツヨウ ケイヒ ガク ゼンゼンネン ブン

						事業収入又は不動収入を記入した方 ジギョウ シュウニュウ マタ フドウ シュウニュウ キニュウ カタ																																		円 エン		※前々年（令和６年１月～令和６年12月）の経費
　をご記入ください。
※帳簿等の上記の経費がわかる書類をご提出く
　ださい。 ゼンゼンネン レイワ ネン ガンネン ガツ レイワ ネン ガンネン ガツ ケイヒ キニュウ チョウボ トウ ジョウキ ケイヒ ショルイ テイシュツ



						E　Ａの年間収入額のうち、公的年金等収入に係る公的年金等控除の額（前々年分） ネンカン シュウニュウ ガク カカ ゼンゼンネン

						年金収入を記入した方 ネンキン シュウニュウ キニュウ カタ																																		円 エン		※下記の表より控除額を確認し、ご記入くださ
　い。 カキ ヒョウ コウジョガク カクニン

						公的年金等控除 コウテキネンキントウコウジョ		65歳未満		①Ａの額のうち年金収入（課税年金収入と非課税年金収入の合計）分が130万円以下の方  　　→ 70万円
②　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　130万円超410万円以下の方 → 公的年金等収入分×25％＋37.5万円
③　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　410万円超770万円以下の方 → 公的年金等収入分×15％＋78.5万円 ガク ネンキン シュウニュウ カゼイ ネンキン シュウニュウ ヒカゼイ ネンキン シュウニュウ ゴウケイ ブン マンエン イカ カタ マンエン マンエン コ マンエン イカ カタ コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ ブン マンエン マンエン コ マンエン イカ カタ コウテキ ネンキントウ シュウニュウブン マンエン

								65歳以上		①Ａの額のうち年金収入（課税年金収入と非課税年金収入の合計）分が330万円以下の方 　　 → 120万円
②　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　330万円超410万円以下の方 → Ａの額のうち公的年金等収入分×25％＋37.5万円
③　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　410万円超770万円以下の方 → Ａの額のうち公的年金等収入分×15％＋78.5万円 ガク ネンキン シュウニュウ カゼイ ネンキン シュウニュウ ヒカゼイ ネンキン シュウニュウ ゴウケイ ブン マンエン イカ カタ マンエン マンエン コ マンエン イカ カタ ガク コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ ブン マンエン マンエン コ マンエン イカ カタ ガク コウテキ ネンキントウ シュウニュウブン マンエン





						F　その他の控除 タ コウジョ

						控除名
（　　　　　　　　　　　　　） コウジョ メイ																		a																円 エン		e																円 エン

						控除名
（　　　　　　　　　　　　　） コウジョ メイ																		b																円 エン		f																円 エン

						控除名
（　　　　　　　　　　　　　） コウジョ メイ																		c																円 エン		g																円 エン

						控除名
（　　　　　　　　　　　　　） コウジョ メイ																		d																円 エン		h																円 エン

						その他控除額合計
（a + b + c + d + e + f + g + h） タ コウジョ ガク ゴウケイ																																		円 エン

						※令和６年の課税証明書に記載のある、以下の控除の金額をご記入ください。
　・雑損控除【記載額】
　・医療費控除課【記載額】
　・小規模企業共済等掛金控除【記載額】
　・障害者控除【27万円】
　・特別障害者控除【40万円】
　・寡婦控除（児童の母の場合を除く）【27万円】
　・ひとり親控除（児童の父母の場合を除く）【35万円】
　・勤労学生控除【27万円】
　その他、肉用牛の売却による事業所得がある場合や、純損失の繰越控除などがある場合にもご記入いただけます。
　なお、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除については記載できません。
※控除が４つ以上ある場合は、一つの控除名の欄に、２つの項番または控除名をご記入ください。 レイワ オヤ コウジョ イジョウ バアイ ヒト コウジョ メイ ラン コウバン コウジョ メイ キニュウ



						G　社会保険料相当額 シャカイ ホケンリョウ ソウトウガク

																														8		0		0		0		0		円 エン		※一律に８万円の控除となるため、記載不要です。 イチリツ マンエン コウジョ キサイ フヨウ



						H　各控除等の控除後の所得額　Ａ　－　（　Ｂ　＋　Ｃ　＋　Ｄ　＋　Ｅ　＋　Ｆ　＋　G）　 カク コウジョ トウ コウジョ ゴ ショトク ガク																																																																								　

						年間所得額 ネンカン ショトクガク																																		円 エン





						（次ページに続きます） ジ ツヅ



				 I　要件に該当するか確認してください。 ヨウケン ガイトウ カクニン

				（１）以下のどちらか当てはまる方を選択してください。 イカ ア カタ センタク



				□「簡易な収入額の申立書」（申請者本人用）
収入基準Ａの方 カンイ シュウニュウ ガク モウシタテショ シンセイシャ ホンニン ヨウ シュウニュウ キジュン カタ																														□　その他の方



				（２）「簡易な収入額の申立書」（申請者本人用または扶養義務者等用）【☆】と同じ人数にチェックしてください。 カンイ シュウニュウ ガク モウシタテショ シンセイシャ ホンニン ヨウ フヨウ ギム シャ トウ ヨウ オナ ニンズウ



		　		チェックしてください。																		基準額												チェックしてください。																		基準額 キジュン ガク

				✓		人数 ニンズウ																												✓		人数 ニンズウ

						０人 ニン																2,080,000円 エン														０人 ニン																2,360,000円 エン

						１人																2,460,000円														１人																2,740,000円 エン

						２人																2,840,000円														２人																3,120,000円 エン

						３人																3,220,000円														３人																3,500,000円 エン

						４人																3,600,000円														４人																3,880,000円 エン

						５人																3,980,000円														５人																4,260,000円 エン

						　人 ニン																         円 エン														　人 ニン																         円 エン

				※６人以上いる場合は、１人増えるごとに380,000円を加算した金額をご記入ください。 ニン イジョウ バアイ ヒト フ エン カサン キンガク キニュウ																														※６人以上いる場合は、１人増えるごとに380,000円を加算した金額をご記入ください。



				（３）「簡易な収入額の申立書」（申請者本人用または扶養義務者等用）【☆】を用いて計算を行ってください。 カンイ シュウニュウ ガク モウシタテショ シンセイシャ ホンニン ヨウ フヨウ ギム シャ トウ ヨウ モチ ケイサン オコナ



				ⅰ（２）で選択した基準額 センタク キジュン ガク																		円 エン												ⅰ（２）で選択した基準額 センタク キジュン ガク																		円 エン



				ⅱ☆の◎の数×150,000円 カズ エン																		円 エン												ⅱ☆の〇の数×60,000円 カズ エン																		円 エン

																																		　（〇以外の氏名がない場合は、〇の数を１つ減らして計算）

				ⅲ☆の〇の数×100,000円 カズ エン																		円 エン



								所得基準額（ⅰ＋ⅱ＋ⅲ） ショトク キジュン ガク														円 エン																所得基準額（ⅰ＋ⅱ） ショトク キジュン ガク														円 エン

																						∨																														∨

						年間所得額（表面のＨ） ネンカン ショトク ガク オモテ メン																円 エン																年間所得額（表面のＨ） ネンカン ショトク ガク オモテ メン														円 エン



				→【所得要件】Ｈの年間所得額が所得基準額より低いこと ショトク ヨウケン ネンカン ショトク ガク ショトク キジュン ガク ヒク



						【確認事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

						　□　【所得要件】に該当します。　　□　控除額が分かる書類（帳簿等）を提出しています。　
                                        （前ページのＤ欄を記入した場合のみ）　

　□　給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、市区町村等が必要な扶養義務者の住民基本台帳情報や税情報
　　　、公的年金情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに
　　　同意します。

  □　本申立の内容に相違ありません。

　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扶養義務者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ショトク ヨウケン ガイトウ コウジョガク ワ ショルイ チョウボ ナド テイシュツ ゼン デーラン キニュウ バアイ キュウフキン シキュウ ヨウケン ガイトウ セイ トウ シンサ トウ シクチョウソン トウ ヒツヨウ フヨウ ギムシャ ジュウミンキホンダイチョウジョウホウ ゼイ ジョウホウ コウテキ ネンキン ジョウホウ トウ コウボ トウ カクニン オコナ ヒツヨウ シリョウ テイキョウ タ ギョウセイ キカン トウ モト テイキョウ ドウイ レイワ ネン ツキ ニチ シンセイシャ シメイ フヨウ ギムシャ シメイ































【所得基準額の注意事項】
※申請時点で以下の方を養っている場合、１人につき100,000円を加算してください。
　・　生活を同じくしている70歳以上の配偶者
　・　生活を同じくしている70歳以上の方
　
※申請時点で以下の方を養っている場合、１人につき150,000円を加算してください。
　・　23歳未満の親族
　ただし、550,000円の加算がされる方は加算されません。
※申請者が父母以外の方であり、以下のいずれかに該当する場合は550,000円を加算してください。
　・　父が死亡または生死不明かつ母がない児童の養育者
　・　母が死亡または生死不明かつ父がない児童の養育者
　・　母がなく、かつ、父が法令により引き続き拘禁されている児童の養育者
　・　母が婚姻によらないで懐胎した児童であって、
　　　母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないものの養育者
　・　父がなく、かつ、母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童の養育者
　・　父母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童の養育者
　・　母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童の養育者

様式第４号（第７条第３項関係）



記入例ネタ



						【参考】 サンコウ

						① 学生納付特例を1
　 受けようとする年度1 ガク セイ オサム ツキ トク レイ ウ ネンド		申　請　期　間 サル ショウ キ アイダ						② 申し立てする所得の年 モウ タ ショトク ネン

						平成 24 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成24年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		25年3月		平成 23 年中の所得

						平成 25 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成25年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		26年3月		平成 24 年中の所得

						平成 26 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成26年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		27年3月 ネン ガツ		平成 25 年中の所得 ヘイセイ ネン チュウ ショトク

						　
○「所得の申立書」について
 
　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の
　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４
　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、
　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。

















						【参考】 サンコウ

						記入例 キニュウ レイ		申　請　期　間 サル ショウ キ アイダ						審査の対象となる前年所得 シンサ タイショウ ゼンネン ショトク

						平成 24 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成24年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		25年3月		平成 23 年中の所得

						平成 25 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成25年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		26年3月		平成 24 年中の所得

						平成 26 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成26年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		27年3月 ネン ガツ		平成 25 年中の所得 ヘイセイ ネン チュウ ショトク

						　
○「所得の申立書」について
 
　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の
　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４
　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、
　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。





















						【参考】 サンコウ

						① 免除等申請期間 メンジョ トウ シンセイ キカン		申　請　期　間 サル ショウ キ アイダ						② 申し立てする所得の年

						平成 24 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成24年7月 ヘイセイ ネン ガツ		～		25年6月		平成 23 年中の所得

						平成 25 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成25年7月 ヘイセイ ネン ガツ		～		26年6月		平成 24 年中の所得

						平成 26 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成26年7月 ヘイセイ ネン ガツ		～		27年6月		平成 25 年中の所得 ヘイセイ ネン チュウ ショトク

						　
○「所得の申立書」について
 
　  この所得の申立書にて免除・納付猶予の申請書に記入した申請期間の
　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。
　　また、１枚の免除・納付猶予の申請書で申請できる期間は、１年度分（７
　月～翌６月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、
　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。 メンジョ ノウフ ユウヨ















						記入例 キニュウ レイ		申　請　期　間 サル ショウ キ アイダ						審査の対象となる前年所得 シンサ タイショウ ゼンネン ショトク

						平成 26 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成26年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		27年3月 ネン ガツ		平成 25 年中の所得

						平成 25 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成25年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		26年3月		平成 24 年中の所得

						平成 24 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		平成24年4月 ヘイセイ ネン ガツ		～		25年3月		平成 23 年中の所得

						平成 23 年度分 ヘイセイ ネン ド ブン		（平成23年4月） ヘイセイ ネン ガツ		～		24年3月		平成 22 年中の所得





学特 (2)





						所得の申立書　（国民年金保険料 学生納付特例申請用） コクミン ネンキン ホケンリョウ ガクセイ ノウフ トクレイ シンセイ ヨウ



		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。
　税申告（確定申告や年末調整）をしていない、または税申告をしたか不明である場合に、日本年金機構が国民年金
　保険料学生納付特例の審査のために使用するものです。
★前年の所得が１１８万円を超える場合（収入で１９４万４千円以上の場合）は、この申立書では審査ができません。
　扶養控除及び各種控除等の税申告が必要です。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ ゼイ シンコク フメイ バアイ ガクセイ ノウフ トクレイ ゼンネン ショトク マンエン イジョウ バアイ モウシタテショ フヨウ コウジョ オヨ カクシュ コウジョ トウ ゼイ シンコク ヒツヨウ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度 ヘイセイ ネンド



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年中の所得 ヘイセイ ネン ショトク														 ← ①の前年を記入してください。





				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ







				➍		税申告（確定申告や年末調整）のあり、なしまたは不明を○で囲んでください。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ フメイ カコ

						あり　・　なし　・　不明 フメイ





				➎		 ②の年中（１月～１２月）の所得について該当する番号を○で囲んでください。																		参　 考 サン コウ		 
<収入と所得の違い> 　  
 
（収入金額 ）－ （必要経費） ＝  （所得金額）
 １９４万円　－ ７６．２万円  ＝ １１７．８万円
 
   給与収入（180万円超360万円以下）の場合、
   給与所得控除（必要経費）が、
   ［収入金額×30％＋18万円］認められます。



				所　得 ショ トク		　１．なし

						　２．あり　（１１８万円以下）

						　３．あり　（１１８万円超）



		【記入上の注意事項】
　
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の申
　　告（以下「税申告」という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市町村民税の条例等で税申告が義務づ
　　けられている場合は、この申立書とは別に税申告が必要です。
 
　○他の公共サービスを受けるために税申告が必要となる場合があります。
 
　○後日、税申告を行った場合において、所得が１１８万円を超えていた場合は、必ず年金事務所までご連絡くださ
　　い。変更後の所得に基づき改めて審査を行うことになります。（※改めて審査を行った場合、処分変更が行われ
　　る場合があります。）
 
　○前年の所得額が１１８万円を超える場合（収入が１９４万４千円以上の場合）は、この申立書だけでは審査がで
　　きませんが、扶養控除や各種控除等の税申告を行うことで、国民年金保険料の学生納付特例が受けられる場合が
　　あります。
 
　○収入のあり・なしを偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合があり
　　ます。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ シチョウソン ミン ゼイ ジョウレイ トウ ゼイ シンコク バアイ モウシタテショ ベツ ゼイ シンコク ヒツヨウ タ ショトク マンエン コ バアイ ショトク ガク マンエン マン センエン イジョウ バアイ シンサ コウジョ カクシュ トウ ゼイ シンコク オコナ コクミン ネンキン ホケンリョウ ガクセイ ノウフ トクレイ ウ バアイ シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ





















				 
「記入上の注意事項」に同意し、所得について上記のとおり、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて

平成　　　年　　　月　　　日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　　　―　　　　　 　　1
 
 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ



















						所得の申立書　（国民年金保険料 学生納付特例申請用） コクミン ネンキン ホケンリョウ ガクセイ ノウフ トクレイ シンセイ ヨウ



		★この「所得の申立書」は、市区町村民税の申告書ではありません。
　税申告（確定申告や年末調整）をしていない、または税申告をしたか不明である場合に、日本年金機構が国民年金
　保険料学生納付特例の審査のために使用するものです。
★前年の所得が１１８万円を超える場合（収入で１９４万４千円以上の場合）は、この申立書では審査ができません。
　扶養控除及び各種控除等の税申告が必要です。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ ゼイ シンコク フメイ バアイ ガクセイ ノウフ トクレイ ゼンネン ショトク マンエン イジョウ バアイ モウシタテショ フヨウ コウジョ オヨ カクシュ コウジョ トウ ゼイ シンコク ヒツヨウ







				➊		免 除 等 申 請 期 間 メン ジョ トウ サル ショウ キ アイダ										　　　平成　　　　年度 ヘイセイ ネンド



				➋		申し立てする所得の年 モウ タ ショトク トシ										　　　平成　　　　年中の所得 ヘイセイ ネン ショトク														 ← ①の前年を記入してください。





				➌		被保険者（申請者）氏名 ヒホケンシャ シンセイシャ シメイ

						国 年　太 郎





				➍		税申告（確定申告や年末調整）のあり、なしまたは不明を○で囲んでください。 ゼイ シンコク カクテイ シンコク ネンマツ チョウセイ フメイ カコ

						あり　・　なし　・　不明 フメイ





				➎		 ②の年中（１月～１２月）の所得について該当する番号を○で囲んでください。																		参　 考 サン コウ		<収入と所得の違い> 　 

（収入金額 ）－ （必要経費） ＝  （所得金額）
 １９４万円　－ ７６．２万円  ＝ １１７．８万円

   給与収入（180万円超360万円以下）の場合、
   給与所得控除（必要経費）が、
   ［収入金額×30％＋18万円］認められます。



				所　得 ショ トク		　１．なし

						　２．あり　（１１８万円以下）

						　３．あり　（１１８万円超）



		【記入上の注意事項】
　
　○この「所得の申立書」は、市町村民税（特別区を含む。以下同じ。）の申告書ではありません。市町村民税の申
　　告（以下「税申告」という。）を行えば、この申立書は不要です。また、市町村民税の条例等で税申告が義務づ
　　けられている場合は、この申立書とは別に税申告が必要です。
 
　○他の公共サービスを受けるために税申告が必要となる場合があります。
 
　○後日、税申告を行った場合において、所得が１１８万円を超えていた場合は、必ず年金事務所までご連絡くださ
　　い。変更後の所得に基づき改めて審査を行うことになります。（※改めて審査を行った場合、処分変更が行われ
　　る場合があります。）
 
　○前年の所得額が１１８万円を超える場合（収入が１９４万４千円以上の場合）は、この申立書だけでは審査がで
　　きませんが、扶養控除や各種控除等の税申告を行うことで、国民年金保険料の学生納付特例が受けられる場合が
　　あります。
 
　○収入のあり・なしを偽ったり収入を過小に申し立てした場合、国民年金法等の規定により罰せられる場合があり
　　ます。 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ シチョウソン ミン ゼイ ジョウレイ トウ ゼイ シンコク バアイ モウシタテショ ベツ ゼイ シンコク ヒツヨウ タ ショトク マンエン コ バアイ ショトク ガク マンエン マン センエン イジョウ バアイ シンサ コウジョ カクシュ トウ ゼイ シンコク オコナ コクミン ネンキン ホケンリョウ ガクセイ ノウフ トクレイ ウ バアイ シュウニュウ イツワ シュウニュウ カショウ モウ タ トウ





















				 
「記入上の注意事項」に同意し、所得について上記のとおり、申し立てします。
　　　　　　　　　　　　　　  　日本年金機構理事長　あて

平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日提出
 
 基礎年金番号　　　　　　　　　　　　　　 　　1
 
 被保険者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 1
 
 電 話 番 号 　　　　　（　　　　　）　　　　 １
 
 ※被保険者が自署した場合は、押印不要です。 ニッポン ネンキン キコウ リジチョウ ヘイセイ ネン ツキ ニチ テイシュツ キソ ネンキン バンゴウ ヒホケンシャ シメイ イン																								受　　　付　　　印 ウケ ツキ イン

																												市区町村 シク チョウソン										年金事務所 ネンキン ジム ショ































資料２

①の欄の前年を記入してください。

①の欄の前年を記入してください。

２ ６

２ ５

２ ５

○○○○ ― ○○○○○○

国　年　 太　郎

○○○ 　○○○○　　○○○○

国年


記入例

　
＜収入と所得の違い＞

　所得金額は、収入からその収入を得るためにかかった費用（いわゆる必要経費）
　を差し引いて計算します。
　　　　　     総収入　 －　 （必要経費）   ＝　 所得金額
　　　※給与収入のみの場合
　　　　　  　給与収入　－ （給与所得控除） ＝　 所得金額

　　総 収 入・・・・・給与収入、年金収入、事業収入等
　　必要経費・・・・・給与収入の場合であれば、必要経費にかわるものとし
　　　　　　　　　　　て、少なくとも「６５万円」の給与所得控除があります。

　※たとえば、パート収入が８０万円の場合であれば、収入８０万円から必要経費
　　（給与所得控除額）の６５万円を差し引いた１５万円が所得金額となります。

①の欄の前年を記入してください。



image1.emf

記入例 審査の対象となる前年所得


平成 23 年度分 （平成23年7月）～ 24年6月 平成23年度（22年中）所得


平成 24 年度分 平成24年7月 ～ 25年6月 平成24年度（23年中）所得


平成 25 年度分 平成25年7月 ～ 26年6月 平成25年度（24年中）所得


平成 26 年度分 平成26年7月 ～ 27年6月 平成26年度（25年中）所得


記入例 審査の対象となる前年所得


平成 26 年度分 平成26年4月 ～ 27年3月 平成26年度（25年中）所得


平成 25 年度分 平成25年4月 ～ 26年3月 平成25年度（24年中）所得


平成 24 年度分 平成24年4月 ～ 25年3月 平成24年度（23年中）所得


平成 23 年度分 （平成23年4月）～ 24年3月 平成23年度（22年中）所得


※免除・納付猶予申請書：『記入例』より


申　請　期　間


※学生納付特例申請書：『記入例』より


申　請　期　間




image2.emf

記入例 審査の対象となる前年所得


平成 23 年度分 （平成23年4月）～ 24年3月 平成 22 年中の所得


平成 24 年度分 平成24年4月 ～ 25年3月 平成 23 年中の所得


平成 25 年度分 平成25年4月 ～ 26年3月 平成 24 年中の所得


平成 26 年度分 平成26年4月 ～ 27年3月 平成 25 年中の所得


【参考】


申　請　期　間


　


○「所得の申立書」について


 


　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の


　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。


　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４


　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、


　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。




image3.emf

記入例 審査の対象となる前年所得


平成 24 年度分 平成24年4月 ～ 25年3月 平成 23 年中の所得


平成 25 年度分 平成25年4月 ～ 26年3月 平成 24 年中の所得


平成 26 年度分 平成26年4月 ～ 27年3月 平成 25 年中の所得


【参考】


申　請　期　間


　


○「所得の申立書」について


 


　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の


　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。


　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４


　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、


　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。




image4.emf

記入例 審査の対象となる前年所得


平成 24 年度分 平成24年4月 ～ 25年3月 平成 23 年中の所得


平成 25 年度分 平成25年4月 ～ 26年3月 平成 24 年中の所得


平成 26 年度分 平成26年4月 ～ 27年3月 平成 25 年中の所得


【参考】


申　請　期　間


　


○「所得の申立書」について


 


　  この所得の申立書にて学生納付特例の申請書に記入した申請期間の


　審査対象となる前年の所得に係る申立てを行うことができます。


　　また、１枚の学生納付特例の申請書で申請できる期間は、１年度分（４


　月～翌３月）までとなっておりますので、複数の期間を申請する場合は、


　申請書ごとに、この所得の申立書を記入して添付してください。





